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株式の種類　　　普通株式

１【取得状況】

（１）【株主総会決議による取得の状況】

　該当事項はありません。

 

（２）【取締役会決議による取得の状況】

2026年２月28日現在
 

区分 株式数（株） 価額の総額（円）

取締役会（2025年８月４日）での決議状況

（取得期間　2025年８月５日～2026年５月29日）

1,500,000

（上限）

5,000,000,000

（上限）

報告月における取得自己株式（取得日） ２月２日 5,200 25,319,100

 ２月３日 5,100 24,993,600

 ２月４日 5,000 24,639,000

 ２月５日 5,000 24,938,000

 ２月６日 5,000 24,844,600

 ２月９日 5,300 25,782,400

 ２月10日 5,000 24,810,400

 ２月12日 5,000 24,999,900

 ２月13日 5,500 26,761,299

 ２月16日 5,300 26,069,500

 ２月17日 5,300 25,948,900

 ２月18日 5,100 25,321,699

 ２月19日 5,100 25,281,600

 ２月20日 5,200 25,561,500

 ２月24日 5,000 24,907,400

 ２月25日 5,000 24,888,500

 ２月26日 5,100 25,283,000

 ２月27日 4,900 24,651,900

計 － 92,100 455,002,298

報告月末現在の累計取得自己株式 782,900 3,655,201,841

自己株式取得の進捗状況（％） 52.19 73.10

（注）１.「取得期間」及び「報告月における取得自己株式（取得日）」は約定日基準で記載しております。

２.上記取締役会において、自己株式の取得方法は、東京証券取引所における取引一任契約に基づく市場買付を予

定していることを決議しております。
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２【処理状況】

該当事項はありません。

 

３【保有状況】

2026年２月28日現在
 

報告月末日における保有状況 株式数（株）

発行済株式総数 62,000,000

保有自己株式数 1,106,876

（注）保有自己株式数には、単元未満株式の買取請求により取得した自己株式を含んでおります。
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